
国
立
国
会
図
書
館
に
お
い
て
使
用
す
る
目
録
規
則
、
分
類
表
及

び
件
名
標
目
表
に
関
す
る
件 

（
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
館
長
決
定
第
二
十
一
号
） 

改
正 

昭
和
四
十
五
年 

三
月 

 

二
日
館
長
決
定
第
一
号 

同 

四
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
同 

 
 

第
二
号 

同 

五
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日
同 

 
 

第
四
号 

同 
 

六
十
年
十
二
月 

十
三
日
同 

 
 

第
五
号 

同 

六
十
一
年 

八
月
二
十
二
日
同 

 
 

第
八
号 

平
成 

 

九
年 

七
月 

十
四
日
同 

 
 

第
三
号 

同 
 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
同 
 

 

第
二
号 

同 
 

十
八
年 

十
月 

十
八
日
同 

 
 

第
五
号 

同 

二
十
一
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

第
四
号 

同 

二
十
五
年 

三
月 
 

八
日
同 

 
 

第
三
号 

令
和 

 

二
年
十
一
月 

二
十
日
同 

 
 

第
六
号  

 

国
立
国
会
図
書
館
に
お
い
て
使
用
す
る
目
録
規
則
、
分
類
表
及
び
件
名
標
目

表
に
関
す
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。 （

目
録
規
則
、
分
類
表
及
び
件
名
標
目
表
） 

１ 

国
立
国
会
図
書
館
（
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
に
置
か
れ
る
支
部
図
書
館

を
除
く
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
目
録
規
則
、
分
類
表
及
び
件
名
標
目
表
は
、

別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

    

目

録

規

則 

図
書
及
び
非
図
書
資
料 

和
漢
書
扱
い
の
も
の
及
び
国
内
の
図
書
館
資
料
で
洋
書

扱
い
の
も
の 

日
本
目
録
規
則 

二
〇
一
八
年
版 

洋
書
扱
い
の
も
の
（
国
内
の
図
書
館
資
料
を
除
く
。
） 
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逐
次
刊
行
物 

日
本
目
録
規
則 

二
〇
一
八
年
版 

（
注
）
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
補
充
す
る
。 

分

類

表

 

国
立
国
会
図
書
館
分
類
表 

件
名
標
目
表 

国
立
国
会
図
書
館
件
名
標
目
表 

（
廃
止
） 

２ 

本
館
に
お
い
て
使
用
す
る
目
録
規
則
、
分
類
表
及
び
件
名
標
目
表
に
関
す

る
件
（
昭
和
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
決
定
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

改
正
文
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
二
日
館
長
決
定
第
一
号
）
抄 

 

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

改
正
文
（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
館
長
決
定
第
二
号
）
抄 

 

昭
和
四
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

改
正
文
（
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日
館
長
決
定
第
四
号
）
抄 

 

昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

改
正
文
（
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
三
日
館
長
決
定
第
五
号
）
抄 

 

昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

改
正
文
（
昭
和
六
十
一
年
八
月
二
十
二
日
館
長
決
定
第
八
号
）
抄 

 
昭
和
六
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
附 

則
（
平
成
九
年
七
月
十
四
日
館
長
決
定
第
三
号
）
抄 

１ 

本
件
は
、
平
成
九
年
七
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

附 

則
（
平
成
十
八
年
十
月
十
八
日
館
長
決
定
第
五
号
） 

 
本
件
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
附 

則
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
館
長
決
定
第
四
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
八
日
館
長
決
定
第
三
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
館
長
決
定
第
六
号
） 

 

本
件
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


